
青
少
年
セ
ン
タ
ー
1
66
◆

1
1
6
8

「
家
庭
の
日
」親
子
教
室

〜
手
作
り
お
や
つ
を
作
ろ
う
〜

毎
月
第
3
日
曜
日
は「
家
庭
の

日
」。
ま
た
2
月
は「
家
庭
の
日
」

県
民
運
動
実
施
期
間
で
す
。
家
族

の
ふ
れ
あ
い
を
見
直
す
機
会
に
し

ま
し
ょ
う
。

と　
き　
2
月
21
日
㈰

午
前
9
時
30
分
〜
正
午

と
こ
ろ　
形
原
北
小
学
校
家
庭
科

室
内　
容　
フ
ル
ー
ツ
蒸
し
パ
ン
と

栗
入
り
茶
巾
絞
り
を
作
り
ま

す
。

対　
象　
市
内
在
住
の
小
学
生
と

そ
の
保
護
者

定　
員　
16
組（
定
員
を
超
え
た

場
合
は
抽
選
）

参
加
費　
1
人
300
円（
材
料
費
）

申
し
込
み　
1
月
29
日
㈮（
必
着
）

ま
で
に
、
往
復
ハ
ガ
キ
に
参
加

者
氏
名（
保
護
者
・
子
ど
も
、

フ
リ
ガ
ナ
、
学
校
名
、
学
年
）住

所
・
電
話
番
号
・
形
原
北
小
学

校
ま
で
の
経
路
案
内
必
要
の
有

無
を
記
入
の
上
、
青
少
年
セ
ン

タ
ー
（
〒
443-

８
６
０
１ 

教
育

委
員
会
学
校
教
育
課
内
）へ
。

図
書
館
1
69
◆

3
7
0
6

読
み
聞
か
せ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

養
成
講
座

と　
き　
1
月
20
日
〜
3
月
3
日

隔
週
水
曜
日　

全
4
回

午
前
10
時
〜
11
時
40
分

と
こ
ろ　
図
書
館
別
館

内　
容　
活
動
中
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
よ
る
、
読
み
聞
か
せ
の
心

得
、
絵
本
の
読
み
方
・
選
び
方

お
よ
び
実
践
方
法

対　
象　
2
回
以
上
出
席
可
能
な

方
定　
員　
15
人

受
講
料　
無
料

申
し
込
み　
1
月
16
日
㈯
ま
で

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
7

パ
パ
講
座　

親
子
ふ
れ
あ
い
遊
び

「
パ
パ
と
遊
ぼ
う
」

と　
き　
2
月
27
日
㈯

　

午
前
10
時
〜
10
時
45
分

と
こ
ろ　
形
原
北
保
育
園
遊
戯
室

内　
容　
親
子
で
楽
し
く
、
体
を

動
か
し
て
遊
び
ま
す
。

講　
師　
㈳
日
本
3
B
体
操
協
会

　

公
認
指
導
者　

坂
中
孝
子

対　
象　
市
内
在
住
の
1
歳
〜
入

園
前
の
子
ど
も（
歩
行
可
能
な

子
）と
そ
の
父
親

定　
員　
15
組（
申
し
込
み
順
）

参
加
費　
無
料

申
し
込
み　
1
月
25
日
㈪
か
ら
直

接
ま
た
は
電
話
で
西
部
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
（
☎
57
◆

８
０

６
６
）へ
。
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納　税

市県民税（4期分）
国民健康保険税（7期分）
後期高齢者医療保険料（7期分）

納期限　2月1日 月

◎ 口座振替払の方は預金残高の
　確認をお願いします。

1月の休館日
図 書 館 1日 ㊗～4日 ㊊・18日 ㊊・

25日 ㊊・29日 ㊎
海辺の文学
記 念 館

5日 ㊋・12日 ㊋・19日 ㊋・
26日 ㊋

博 物 館 1日 ㊗～4日 ㊊・18日 ㊊・
25日 ㊊ 竹島水族館 12日 ㊋・19日 ㊋・26日 ㊋

市 民 会 館 1日 ㊗～3日 ㊐・5日 ㊋・
12日 ㊋・19日 ㊋・26日 ㊋

ユトリーナ蒲郡 1日 ㊗～4日 ㊊・15日 ㊎

ネットワークセンター 12日 ㊋

◎休日水道お客様センター 土・日・祝日（年始を除く）午前8時30分～午後5時15分　166◆1129
 水道料金などの収納、開閉栓の受付および開閉栓作業ができます。

改正労働基準法が施行されます
　長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕
事と生活の調和を図ることを目的とする「改正労
働基準法」が平成22年4月1日から施行されます。
＜改正内容＞
○ 1カ月60時間を超える時間外労働については、
法定割増賃金率が現行の25％から50％に引き
上げられます。（中小企業は当分の間、適用猶
予）

○ 割増賃金引き上げなどの努力義務が課せられま
す。
○ 事業場で労使協定すれば、年次有給休暇を時間
単位で取得できるようになります。
　 詳しくは、豊橋労働基準監督署（☎0532◆54◆
1192）へ。

【労働講座】
と　き　１月27日（水）
　　　　午後1時30分～4時30分
ところ　東三河総合庁舎　301・302会議室
　　　　（豊橋市八町通5－4）
テーマおよび講師　
・「改正労働基準法」
　豊橋労働基準監督署　署員
・「 雇用契約の基本～労働トラブルが起きないた
めに～」

　㈱ビジネスリンク　代表取締役 西川幸孝
対 象者　事業主、企業の労務担当者、一般勤労者
および興味のある方　
定　員　80人（申し込み順）
受講料　無料
申 込・問合せ　1月14日（木）までに東三河県民
事務所産業労働課労政グループ（☎0532◆54◆
2582）へ。

産業振興課 ☎66◆1119


